
火　災　概　況　月　報 （令和６年１０月分）

　２０２４年度全国統一防火標語 『 守りたい　未来があるから　火の用心』

建 物 焼 損 建 物 焼 損 林 野 焼 損 火災損害額 焼損棟数 り災世帯数 り災人員
住宅(併用共同含） その他 床面積（㎡） 表面積（㎡） 面　 積 （ａ） （千円） （棟） （世帯） （人）

合 538 176 112 11 51 188 14,183 977 91 1,847,874 371 218 502

46 15 12 0 5 14 179 1 0 4,299 24 11 19

計 584 191 124 11 56 202 14,362 978 91 1,852,173 395 229 521

△ 26 43 △ 16 △ 13 10 △ 50 2,814 △ 15 △ 441 645,515 21 21 59

前 52 13 11 0 5 23 116 231 0 159,800 18 10 24

年 610 148 140 24 46 252 11,548 993 532 1,206,658 374 208 462

死　　者 負　傷　者

（人） （人）

合 25 82 538 32 35 4 51 37 20 15 28 14 199 103

4 7 46 2 2 0 1 1 2 1 2 0 6 29

計 29 89 584 34 37 4 52 38 22 16 30 14 205 132

11 12 △ 26 △ 12 11 1 △ 29 11 4 7 △ 20 △ 4 △ 7 12

前 2 5 52 4 3 1 7 2 0 0 3 3 18 11

年 18 77 610 46 26 3 81 27 18 9 50 18 212 120

※数字は速報値ですので、今後変わる場合があります。

１ １０月の総出火件数は４６件で、前年同月に比べ６件減少（１１．５％減）しました。

・建物火災は２７件（３件増）、林野火災０件（増減なし）、車両火災は５件（増減なし）、その他火災は１４件（９件減）となっています。

・建物火災は全火災の５８．７％でした。

２ １０月の火災による死者は４人で前年同月に比べ２人増加し、負傷者は７人で前年同月に比べ２人増加しました。

３ 出火原因の第１位は「たばこ」、「こんろ」、「放火の疑い」、「火入れ」でそれぞれ２件でした。

・「放火」と「放火の疑い」を合わせた件数は３件（６.５％）です。
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★　屋外での火の取扱いに注意しましょう
これから冬になり、たき火や火入れなどをすることが増えてくるかと思いますが、毎年たき火などを原因とする火災が多く発生しています。

これらの火災は、場合によっては大規模な山火事などに発展するおそれがあり、注意を怠ることは非常に危険です。

以下のポイントに注意して、火災を未然に防ぎましょう。

◆たき火や火入れなどによる火災を防ぐために
・周囲に燃えやすいものがない場所で行う ・乾燥注意報等が出ているときや、風の強いときはやめる

・水バケツ、消火器等による消火の準備をする ・少しずつ燃やし、着衣着火・やけど等に注意する

・火を消すまでその場を離れない ・再び燃え出さないよう、完全に火が消えたことを確認する

◆山火事を防ぐためのポイント
・燃えやすい枯れ草のある場所でのたき火は絶対にやめる ・子どもの火遊びは絶対にやめさせる

・市町村や消防本部がお知らせする気象情報、乾燥注意報、火災警報に気をつける ・山火事を見つけたらすばやく消防本部（１１９番）へ知らせる

・たき火など、火から離れるときは完全に消火する ・地域で消火できる体制のあるところは地域で消火活動を行う

・たばこの吸い殻は必ず消す。また、投げ捨ては絶対にやめる

★　２０２４年度　全国統一防火標語

 守りたい　未来があるから　火の用心

★　住宅用火災警報器を設置しましょう！！

■　県内の令和６年６月時点の設置率は８２．１％！

消防法の改正により、県内では平成23年5月31日までの設置が義務化された、住宅用火災警報器の設置率（令和６年６月時点）が７月に公表されました。

全国における住宅用火災警報器の設置率は８４．５％、岐阜県における設置率は８２．１％となっており、前回の８２．１％から変化はありません。

４７都道府県中、岐阜県の設置率は２６番目となります。

○設置義務のある場所 設置率 参考(前回) 条例適合率
寝室と寝室がある階の階段上部（寝室が２階以上の場合） R6.6 R5.6 R6.6

全国 84.5% 84.3% 0.2 66.2%
・新設住宅　平成18年6月～　　・既存住宅　平成23年6月～ 岐阜県 82.1% 82.1% 0 63.8%

あなたや家族の大切な命を守るために、一日も早い住宅用火災警報器の設置をお願いします。

増減

設置率：設置義務のある場所の一部分
でも設置している住宅を含めた割合
条例適合率：設置義務のある場所すべ
てに設置している住宅の割合


